
報道資料 

令和７年（２０２５年）４月３０日 
 

（仮称）熊本市公契約条例（素案）に関するパブリックコメントに

ついて 
 

 

熊本市では、策定中の（仮称）熊本市公契約条例（素案）について、広く市民

の意見を聴取し、施策に反映させるため、「熊本市パブリックコメント実施要綱」

に基づき下記のとおり実施するもの。 

 

記 

 

募集期間      令和７年（2025年）５月１日（木）～ 

令和７年（2025年）６月２日（月） 

 

公表方法      熊本市ホームページ掲載 

           契約政策課、区役所総務企画課、まちづくりセンター

（中央区まちづくりセンターを除く。）、中央公民館、中

央区まちづくりセンター大江交流室、中央区まちづく

りセンター五福交流室、河内まちづくりセンター河内

交流室、河内まちづくりセンター芳野分室、城南まちづ

くりセンター城南交流室、総合保健福祉センター及び

地域コミュニティセンターでの縦覧 

 

公表する内容    （仮称）熊本市公契約条例（素案） 

          （仮称）熊本市公契約条例（素案概要） 

 

意見の募集方法   電子メール、郵送、ファクス 

 

意見に対する回答等 意見を踏まえた施策の再検討を行ったうえで、熊本市

ホームページ掲載や、契約政策課、区役所、地域コミュ

ニティセンター等での縦覧により、意見のまとまりご

とに本市の考え方を公開する。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

熊本市 契約政策課（096-328-2136） 

課長：川上（かわかみ） 

担当：田原（たはら）、高倉（たかくら） 
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   （仮称）熊本市公契約条例（素案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公契約の基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにす

るとともに、公契約に関する基本的な事項を定めることにより、市民に提供される

サービスの質の向上、適正な労働環境の整備及び事業者等の社会的評価の向上を図

り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 公契約 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約で、市がその目的たる給

付に対して対価の支払をすべきものをいう。 

(2) 事業者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。 

(3) 下請負者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から公契約

に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

(昭和６０年法律第８８号)第２条第２号に規定する派遣労働者を事業者又は

アに掲げる者が行う公契約に係る業務に従事させる者 

(4) 事業者等 事業者及び下請負者等をいう。 

(5) 労働者 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者であ

って、事業者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 公契約は、次に掲げる基本理念に基づき行われるものとする。 

(1) 公契約の適正な履行を確保すること。 

(2) 公契約の公正性、競争性及び透明性を確保すること。 

(3) 市内に本社又は本店を有する事業者等の振興に資すること。 

(4) 公契約を通じた社会的課題の解決に資する取組を推進すること。 

（市の責務） 

閲覧用（持ち帰り不可） 
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第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、この

条例の目的を達成するために必要な取組を推進しなければならない。 

２ 市は、公契約に係る業務に携わる事業者等及び労働者に対し、この条例の目的及

び基本理念を周知するよう努めなければならない。 

（事業者等の責務） 

第５条 事業者等は、基本理念にのっとり、公契約に関わる者としての社会的な責任

を有していることを踏まえ、公契約について、法令を遵守するとともに、それを適

正に履行しなければならない。 

２ 事業者等は、基本理念にのっとり、当該事業者等が雇用し、又は派遣する労働者

の適正な労働環境の整備に関する法令を遵守するとともに、当該労働環境の整備の

ために必要な取組を推進するよう努めなければならない。 

（相互の協力等） 

第６条 市及び事業者等は、この条例の目的を達成するため、相互に協力し、情報共

有、意見交換その他の必要な取組を推進するよう努めるものとする。 

（取組方針） 

第７条 市は、基本理念を踏まえた公契約の締結及びその履行を確保するための取組

方針を定めるものとする。 

２ 前項の取組方針には、基本理念を踏まえた公契約に係る取組を総合的かつ効果的

に推進するための必要な事項を定めるものとする。 

（適正な労働環境の整備等に関する誓約等） 

第８条 事業者は、別に定めるところにより、市長等（市長及び公営企業管理者をい

う。次条において同じ。）に対し、当該事業者が雇用する労働者の適正な労働環境の

整備及び下請負者等と締結する契約の適正化に関する事項について誓約するととも

に、当該誓約の内容を当該労働者に通知しなければならない。 

（適正な予定価格等の算出） 

第９条 市長等は、予定価格等を算出するに当たっては、適正な履行が通常見込まれ

ない金額による契約の締結の防止を図るため、合理的な積算を基礎とするものとす

る。 

（指定管理者制度における取扱い） 
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第１０条 市は、公の施設の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者に行わせるときは、この条例の趣旨を踏まえ、

公契約に準じた取扱いを行うものとする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（仮称）熊本市公契約条例（素案概要） 

◆ 条例制定の目的 

昨今の急激な物価上昇や、働き方改革関連法における時間外労働規制の建設業への適用といった社会情

勢の大きな変化を受け、事業者においては、労働環境の整備はもとより、担い手の育成・確保など、事業の継

続や継承にあたり、様々な課題に直面している。このような社会情勢の変化を踏まえ、適正な労働環境の整

備や、事業者等の社会的評価の向上、更には、市民に提供されるサービスの質の向上を図ることにより、地

域経済の健全な発展に寄与するため、「（仮称）熊本市公契約条例」を制定するもの。 

 

 

 

◆ 条例制定の効果 

公契約条例について指定都市や熊本県等を調査した結果、条例の制定により、賃金の上昇に加え、時間外

労働や休日出勤の減少、更には休暇取得の促進等、労働者の処遇改善が図られるなどの効果があることが

確認され、本市においても同様の効果、ひいては公共工事等の質の向上に繋がることが期待できる。 

◆ 条例の構成 

第１条 目的 

➡この条例を制定する目的を定めるもの 

第２条 定義 

➡この条例で用いられる用語を定義するもの 

第３条 基本理念 

➡条例を適切に運用し、取組を進めるうえでの基本的な考え方（行動規範）を定めるもの 

第４条 市の責務 

➡この条例の目的を達成するための市の役割を定めるもの 

第５条 事業者等の責務 

➡この条例の目的を達成するために事業者等に求められる役割を定めるもの 

第６条 相互の協力等 

➡市と事業者等が協力して市の施策を推進していくことについて定めるもの 

第７条 取組方針 

➡条例の目的を達成するため、発注者である市が実施する「取組方針」について定めるもの 

第８条 適正な労働環境の整備等に関する誓約等 

➡適正な労働環境の確保に向けた取組に係る誓約書の提出義務を定めるもの 

第９条 適正な予定価格等の算出 

➡公契約における適切な価格の積算について定めるもの 

第 10条 指定管理者制度における取扱い 

➡公の施設の管理を指定管理者が行う場合も、この条例の趣旨を踏まえて行うことを定めるもの 

第 11条 委任 

➡条例とは別に規則等で基準、様式等を規定し運用することを定めるもの 

地方自治体が公契約を通し更なる行政サービスの品質の向上や、労働者の適正な雇用環境の確保等を

図るため、発注者である自治体の責務や受注者である事業者の責務等の必要な事項を定めたもの。 

 

＜公契約条例＞ 

概要版（持ち帰り可） 
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◆ 条例のポイント 

1 目的と基本理念                                                     

 

＜「基本理念」と「目的」の対応関係＞ 

基本理念（第３条） 目的（第１条） 

（１）公契約の適正な履行を確保すること ・事業者等が仕様書に合致した公契約の適正な履行を確保

することにより、「市民に提供されるサービスの質の向上」に

繋げる。 

・市が適正な予定価格や工期を設定し、公契約の適正な履行

を確保することにより、「適正な労働環境の整備」に繋げる。 

（２）公契約の公正性、競争性及び透明性を

確保すること 

市が談合等の不正行為の防止等、契約の相手方として相応

しい事業者を選定するため、公契約の公正性、競争性及び透

明性を確保することにより、「市民に提供されるサービスの

質の向上」に繋げる。 

（３）市内に本社又は本店を有する事業者等

の振興に資すること 

当該基本理念を含め、４つの基本理念に基づき行動するこ

とで、「地域経済の健全な発展」に繋げる。 

（４）公契約を通じた社会的課題の解決に資

する取組を推進すること。 

・市が総合評価落札方式等において入札金額だけでなく、環

境問題等、社会的課題の解決に資する取組を行う事業者を

評価し、契約の相手方とするなど、社会的課題の解決に資す

る取組を推進することにより、「事業者等の社会的評価の向

上」に繋げる。 

・事業者自身も総合評価落札方式等において提案したとお

り、社会的課題の解決に取り組むことにより、「事業者等の

社会的評価の向上」に繋がる。 
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２ 実効性の確保                                                      

 条例に以下の内容を規定し、事業者の事務負担や労働者保護の観点に留意しながら、条例の実効性を担

保するために取り組む。 

 

★条例の目的及び基本理念の周知・浸透                                       

条例の効果を発現するためには、本市職員及び事業者等が条例の目的や基本理念を正しく認識する必要

がある。そこで、基本理念の周知・浸透に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

★相互の協力                                                         

条例の目的を達成するためには、市と事業者が共に取り組むことが不可欠である。どちらか一方だけの努

力では、条例の効果を十分に発揮することはできない。そこで、市と事業者等が相互に協力する。 

 

 

 

 

★取組方針                                                         

事業者等に対して条例遵守を要請するためには、まず、発注者としての市が、基本理念を踏まえた施策等

を実施していく必要がある。そこで、市の姿勢として「取組方針」を定める。 

 

 

 

 

 

 

★誓約書の徴取                                                        

適正な労働環境を確保するためには、労働関係法令を遵守する必要がある。また、契約の当事者双方が社

会的責任を自覚し、適切な行動を取ることで、各々の社会的評価の向上に繋がる。そこで、労働関係法令の

遵守を促す。 

 

１ 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、この条例の目的を達成するため

に必要な取組を推進しなければならない。 

２ 市は、公契約に係る業務に携わる事業者等及び労働者に対し、この条例の目的及び基本理念を周知

するよう努めなければならない。 

＜市の責務（第４条）＞ 

市及び事業者等は、この条例の目的を達成するため、相互に協力し、情報共有、意見交換その他の必要

な取組を推進するよう努めるものとする。 

＜相互の協力等（第６条）＞ 

１ 市は、基本理念を踏まえた公契約の締結及びその履行を確保するための取組方針を定めるものとす

る。 

２ 前項の取組方針には、基本理念を踏まえた公契約に係る取組を総合的かつ効果的に推進するための

必要な事項を定めるものとする。 

 

＜取組方針（第７条）＞ 
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事業者は、別に定めるところにより、市長等（市長及び公営企業管理者をいう。次条において同じ。）に

対し、当該事業者が雇用する労働者の適正な労働環境の整備や下請負者等と締結する契約の適正化

に関する事項について誓約するとともに、当該誓約の内容を当該労働者に通知しなければならない。 

＜適正な労働環境の整備等に関する誓約等（第８条）＞ 


